
 

令和３年度第１回独立行政法人造幣局契約監視委員会議事概要（持ち回り開催） 

 

 

開催日時及び場所 令和３年６月３日（木）～６月２１日（月）（持ち回り開催） 

 

委 員 谷口 勢津夫（大阪大学大学院高等司法研究科 教授） 

        瀧  洋二郎（浅岡・瀧法律会計事務所 弁護士） 

        石田 眞得（関西学院大学法学部 教授） 

吉持 敏彦 （独立行政法人造幣局 監事） 

        村上 佳子 （独立行政法人造幣局 監事） 

 

審 議 対 象 調達等合理化計画について 

        （１）令和２年度の自己評価の点検 

        （２）令和３年度の計画策定の点検 
 

個々の契約案件の事後点検【令和２年度下期（１０月～３月）】 

        （１）新規の随意契約となった案件           ３件 

        （２）２か年度連続一者応札・応募契約となった案件   ５件 

           ・うち一般競争入札で一者応札のもの      （０件） 

           ・うち公募で一者応募のもの          （５件） 

        

 調達等合理化の推進に向け議論すべき事項 

        （１）合理化計画の実施状況の点検 

           ・契約全体の一覧表による点検 

        （２）随意契約における予定価格の適正性及び価格合理性の担保に 

係る点検 

・随意契約及び一者応札・応募契約におけるいわゆる落札率 

（契約金額／予定価格）による点検 

 

委員からの意見・質問、それに対する回答等 

        下記のとおり 

 

委員会による意見の具申又は勧告の内容 

        特になし 

 



 

意見・質問 回答 

調達等合理化計画について 

（１）令和２年度の自己評価の点検 

・①競争促進及び一者応札解消並びに調達

等合理化推進プロジェクトチームによる点

検件数９件、②理事によるチェック件数５

件、③契約審査専門官による審査件数４１

件の行ったとされているが、「点検」「チェッ

ク」「審査」と使い分けている理由はあるの

か。内容が異なるということか。 

 

 

 

 

・１．で「これ以上の競争促進は望めない状

況となっているが」とあるが、その後に続く

文章とのつながりが少し悪いような気がす

る。 

例えば「一者応札・応募・・・鋭意取り組ん

できたが、未だに一者応札・応募があるの

で、原則として一者応札・応募・・・。」と

してはどうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）令和３年度の計画策定の点検 

・競争促進及び一者応札解消並びに調達等 

合理化推進プロジェクトチーム会議では、

新規でない随意契約や２か年連続でない一

 

 

・理事によるチェックは事後報告の際にチ

ェックも受けているのに対し、プロジェク

トチームによる点検と契約審査専門官によ

る審査はいずれも事前の関門であり、か

つ、プロジェクトチームによる点検は会議

を招集して点検しているのに対し、契約審

査専門官による審査は決裁の回付・審査事

務という事務手続の中で行っており、手続

上の位置づけが各々異なるので、従来より

用語を使い分けている。 
 

・「これ以上の競争促進は望めない状況」

との文面は残しつつ、他方で、その後に続

く文章のつながりが悪いとのご意見も踏ま

え、次のとおり修正させて頂きたい。 

 

＜訂正前＞ 

「一者応札・応募については、かねてから

その解消に鋭意取り組み、これ以上の競争

促進は望めない現況となっているが、原則

として 一者応札・応募となった調達の都

度、その原因について・・・」 

＜訂正後＞ 

「一者応札・応募については、かねてから

その解消に鋭意取り組み、これ以上の競争

促進は望めない現況となっているが、引き

続き、一者応札・応募となった調達の都

度、その原因について・・・」 

 

 

・ご指摘のとおりである。制度としては、

新規の競争性のない随意契約案件の事前審

査、競争性のない随意契約案件及び２か年



者応札となった案件も点検しているのか。 

 

 

 

 

 

 

個々の契約案件の事後点検 

（１）新規の随意契約となった案件 

（意見・質問なし） 

 

（２）２か年度連続一者応札・応募契約とな

った案件 

・白銅鋳塊、青銅鋳塊は、２年連続して公募

で一者応札・応募となっているが、毎年調達

する必要があるのか。 

 

 

・白銅鋳塊、青銅鋳塊調達の契約の相手方

は、前回の一者応募となった会社であるの

か。また、潜在的にみて、応募者数の増加を

期待することが難しい場合、どのような理

由が考えられるか。 

 

 

 

 

 

調達等合理化の推進に向け議論すべき事項 

（１）合理化計画の実施状況の点検 

・工事にかかる競争による契約のうち低入

札価格調査を実施した案件が５件ある。こ

れらに関する説明は、個々の契約案件ごと

に個別的にされているのではなく、５件に

ついて総じて・一般的にされており、その

説明内容それ自体については、一般論とし

ては、特に問題があるとは思わないが、念

連続で一者応札となった案件の点検・審議

を行うこととされているが、予定価格の適

正性及び価格合理性の担保に係る点検も行

う必要があることから、すべての随意契約

及び一者応札となった案件についても点検

をしている。 

 

 

 

 

 

 

 

・貨幣材の調達は、毎年度財務大臣と締結

する貨幣製造契約により指示される製造枚

数を踏まえて行うので、毎年度調達してい

る。 

 

・貨幣材の調達先業者は、以前は複数者い

たが、現在では、特定の一者だけとなって

いる。このため、前回の調達においても、

今回と同じ会社の一者応札であった。貨幣

の製造数量が高水準で安定し、材料を大量

かつ長期間継続的に調達する状況とならな

い限り、新規に設備投資を行ってまで参入

してくる業者があるとは考えにくい状況で

ある。 

 

 

 

（委員指摘を受けて、５件各々の低入札価

格調査の結果について具体的に説明した） 

 

 

 

 

 



のため、個々の案件ごとに説明されたい。

工事契約については、物品契約に比べ、低

入札の比率が以前からかなり高いように思

うので、より慎重かつ厳正な説明が必要で

あると考えるところである。 

 

・令和２年度下期における調達等合理化計

画の実施状況の点検中、「A」、「B」、「C」

及び「D」については、落札率が低い他の

案件と「同様の理由」で、履行に問題はな

いことを確認したとの説明であるが、「同

様の理由」とは、「２者が毎回競争してい

るため安価な金額で契約できている」とい

うことを指し、競争原理が働いて低入札に

はなるが、いつもちゃんと履行しており、

問題ないということか。 

 

 

 

（２）随意契約等における予定価格の適正

性及び価格合理性の担保に係る点検 

・「E」の契約金額は予定価格に極めて近い額

となっているが、その経緯について説明さ

れたい。 

 

 

 

・公募で一者応募となった案件のうちでも、

「F」については、「契約金額／予定価格」が

他に比べて一段低くなっているが、前年度

（令和元年度）のこの比率はどのレンジに

なっていたのか。もし令和２年度と同じレ

ンジだったとすれば、なぜ上昇しなかった

のか。また、もし異なるレンジだったとすれ

ば、変動（上昇又は下落）の原因はどのよう

なものと考えられるか。 

 

 

 

 

 

 

・「A」については、複数者が毎回入札に参

加しており、競争原理が働いた結果として、

安価な金額で契約できているもの。安価な

金額ではあるが、過去の契約実績において

は問題なく履行されており、今回について

も履行に問題はないことを確認している。 
また、「B」については３者が、「C」につ

いては７者が、「D」については５者が、そ

れぞれ入札に参加しており、競争原理が働

いた結果として、安価な金額で契約できた

もの。こちらも、安価な金額ではあるが、

履行に問題はないことを確認している。 
 
 
 

・「E」の調達も含め一者応札となる案件に

ついては、落札率はおのずと高水準となる

傾向がある。とは言いつつも、落札率の分

析等を通じ、価格合理性の担保を図るなど、

合理性、透明性の確保に注力している。 

 

・本件は、前年度（令和元年度）までは単

年度ごとに、予定価格の作成を要しない少

額随契にて調達していたが、業者撤退のリ

スク回避とスケールメリットを活かしより

安価に調達することを期待して令和２年度

から複数年の調達に切り替えている。この

ような経緯から、前年度との落札率での比

較はできないので、ご理解いただきたい。 

いずれにせよ、本件の予定価格は適正な水

準であったが、先方からは予想を上回る安



価な金額を提示されたため、結果として低

い落札率となったものである。 

 

 


